
募集中

ハートフル雇用受入施設には経費が支払われます。

受入担当職員の人件費等として

月額最大5万円／人・月

ハートフル雇用受入施設と事業利用者が短期雇用契約を結び、
介護従事者としての就労を支援します。

ハートフル雇用
受入施設

継続雇用しない場合

雇用関係終了

ハートフル雇用 / 3ヵ月

受入施設募集

雇用契約を
結ぶ

継続雇用をするかどうか判断
継続雇用する場合

ハートフル雇用受入施設の流れ

※3ヵ月

秋田県社会福祉協議会の動き

ハートフル雇用 / 登録申込

支援・調整

雇用の調整

ハートフル雇用
経費

3ヵ月間の従事期間終了後、
引き続き受入施設で就労できるよう
本会が支援・調整します。

月額最大5万円／人・月

募集中

短期雇用契約を結ぶ

秋田県社会福祉協議会
つなぐ、つながる。ふくしとあなた。

018-864-3161
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5（秋田県社会福祉会館５階） 秋田県福祉人材センター

お問い合わせ

秋田県受託事業 お申
込み
は

裏面
へ

詳細はこちら



登録を希望される場合は、下記にご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください

FAX 018-864-2877
『ハートフル雇用受入施設』登録申請書

〈送り先〉秋田県福祉人材センター あて

法 人 名

施設･
事業所名

フ リ ガ ナ

担当者名

（郵便番号　　　-　　　）

連 絡 先

所 在 地

電話番号

FAX番号

メール
アドレス

令和　　年　　　月　　　日

指
定
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
形
態

求
人
の
状
況

介
護
保
険
施
設
・
事
業
所
情
報

□ 介護老人保健施設 □ 短期入所療養介護

□ 介護老人福祉施設 □ 短期入所生活介護

□ 介護療養型医療施設 □ グループホーム

□ 小規模多機能型居宅介護事業所 □ 訪問介護事業所

□ 養護老人ホーム □ 介護付有料老人ホーム

□ 通所介護 □ 住宅型有料老人ホーム

□ 通所リハビリテーション □ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□ 福祉人材センター等に求人票登録している □ 検討中

□ 福祉人材センターに求人票登録していない

施設・事業所の種類（該当するものすべてに□してください）

該当するものに□してください

✓

✓

秋田県社会福祉協議会会長 あて
ハートフル雇用利用者の受け入れを希望しますので、次のとおり申込みます。


